和歌山市魅力発信プロモーションプロジェクト「わかおしっ」
プロデュース業務委託仕様書

１　委託業務の内容
（１）業務の名称
和歌山市魅力発信プロモーションプロジェクト「わかおしっ」プロデュース業務
（２）業務の目的
　　「わかおしっ」において、プロジェクトの魅力を高めるとともに、安定した運営体制の構築と中長期的な見通しを立て、効果的な事業を展開する。
（３）業務内容
① 追加キャラクター（１体分）の造形に係るアドバイス、監修
※ キャラクター画の実制作については本業務委託に含まない。
※ 完成に至るまでのアドバイスなどの回数・時間の制限は設けない。
②「わかおしっ」プロジェクトのロゴ制作
③ キャラクターの世界観拡張等のディレクション
　　　 ※ 本市が主体となった創作及び制作に対するディレクション業務であり、実制作については本業務委託に含まない。
④ 本市のプロジェクト展開に係る助言・監修（相談体制の構築）
　 ※ 週に２件程度以上の相談体制を構築すること。
　　⑤ プロジェクトの中長期的（５か年）の事業計画の策定
　　⑥ 適宜の実務報告書の提出（ドキュメント形式の書類1部（PDFデータ））
⑦ 業務完了報告書の提出（ドキュメント形式の書類1部（PDFデータ））
※ 業務完了後３０日以内に、業務完了報告書を作成し提出すること。
（４）業務期間
　　契約締結日から令和９年３月３１日まで

２　納入成果品
（１）「わかおしっ」のロゴ
ア　Adobe Illustrator形式（.ai）もしくは、Adobe Photoshop形式（.psd）
イ　JPEG及びPNGデータ
※ カラーモードはCMYK（印刷物での再現性に留意）
※ 解像度はA3サイズに対して350dpi以上
（２）事業計画（PDFデータ）
ＫＰＩやＫＧＩを含めた１か年ごとの事業の流れをＡ４サイズ２枚程度にまとめ、合計５か年分を１０枚以上で作成すること。
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３　著作権等について
（１）本業務の受託者は、本仕様書に基づいて制作及び納品したロゴデザインについて、本市及び本市が指定する第三者が広報活動や商品化を行うなど自由に使用できるよう、著作権法（昭和４５年法律４８号）第１８条から第２０条までに規定する著作者人格権を一切行使しないものとする。 
（２）ロゴデザインに関して受託者が有する著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利は、納品とともに無償で本市に譲渡するものとする。 
（３）受託者は、本市に無償譲渡する前項の著作権法上の権利を、本市以外の第三者に譲渡しないこととする。 
（４）受託者は、当該ロゴデザインが、第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵害するものでないことを保証することとする。当該デザインが、第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵害し、原著作物の著作者等と受託者との間に紛争が生じた場合、これよって生じる責任の一切は、受託者が負うこととする。なお、生成ＡＩツールによるロゴデザインの制作は禁止する。

４　契約に関する条件等
（１）再委託等の禁止
業務委託の全部又は一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託業務の一部の履行について、あらかじめ書面で確認し、本市の承諾を得た場合は、この限りでない。
（２）秘密の保持等
　　委託業務を履行するに際し、知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委託業務に従事する者が委託業務を履行する際に知り得た秘密を漏らさないよう指導しなければならない。委託業務に従事した者が秘密を漏らしたため、本市が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
（３）個人情報の保護
受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平成 １５年５月３０日法律第５７号）に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。その他個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」のとおりとする。

５　その他
（１）この仕様書について疑義が生じたとき又は定めのない事項や細部の業務内容については、その都度、本市と協議して定めるものとする。
（２）契約締結後、本仕様書の内容を変更する必要が生じた場合は、速やかに本市に協議の上、承認を得ること。
